
 

 

岡山市広報連絡資料 

                 令和７年１２月８日 

 

 

 

 

以下の通り、包括外部監査の結果に基づく措置状況及び令和７年９・１０月に実施した定期監

査等の結果を公表しました。 

 

１ 内 容 

（１）包括外部監査の結果に基づく措置状況について 

① 措置対象の監査 

令和３，４，６年度包括外部監査       

② 措置内容等 

市長，教育委員会からの通知に記載のとおり 

 

（２）定期監査及び行政監査の結果について 

① 監査の対象 

政策局政策部デジタル推進課ほか１４部署 

   ② 監査の範囲 

ア 定期監査 

      令和７年４月１日から令和７年７月３１日までに執行された事務事業及び令和６年度執 

行の事務事業のうち，債権管理，補助金等交付事務，委託契約事務 

イ 行政監査 

      令和７年度における公印の管理 

③ 監査の期間 

令和７年９月１日から令和７年１０月３１日まで 

④ 監査の結果 

報告書「４ 監査の結果」に記載 

 

（３）公の施設の指定管理者監査の結果について 

① 監査の対象及び範囲 

岡山市立彦崎老人憩の家における令和６年度の公の施設の指定管理者の当該管理業 

     務に係る出納その他の事務 

② 監査の期間 

令和７年９月１日から令和７年１０月３１日まで 

包括外部監査の結果に基づく措置状況及び            

令和７年９・１０月に実施した定期監査等の結果を公表しました 



 

 

③ 監査の結果 

報告書「４ 監査の結果」に記載 

 

（４）財政援助団体等監査の実施に伴う所管課の随時監査の結果について 

① 監査の対象及び範囲 

保健福祉局高齢福祉部高齢者福祉課の令和６年度における所管課業務  

   ② 監査の期間 

令和７年９月１日から令和７年１０月３１日まで 

③ 監査の結果 

報告書「４ 監査の結果」に記載 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【問い合わせ先】                  
岡山市 監査事務局 吉川・多田  直通086-803-1552 内線4564・4565 
 



 

 

岡山市監査委員公表第２３号 

 包括外部監査の結果に基づく措置状況について，別紙のとおり通知があったので，地方

自治法第２５２条の３８第６項の規定により公表する。 

 

 令和７年１２月５日 

 

岡山市監査委員 岩 田 康 裕 

同       岡 部 宗 茂 

同       成 本 俊 一 

同       太 田 栄 司 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

岡 総 第 3 0 1 2 2 号 

令和７年１１月２０日 

 

岡山市監査委員 様 

 

岡山市長 大 森 雅 夫  

 

 

包括外部監査結果に係る措置状況について（通知） 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 38 第 6 項に基づき、下記の包括外部監

査の結果に対し措置を講じたので、別紙のとおり通知します。 

 

記 

（措置対象の監査） 

・令和 3 年度包括外部監査    9 項目 

・令和 4 年度包括外部監査     1 項目 

・令和 6 年度包括外部監査    2 項目 

 

 

以上 
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令
和

３
年

度
包

括
外

部
監

査
結

果
に
対

す
る
措

置
通

知

令
和

７
年

８
月

３
１
日

現
在

で
改

善
措

置
を
講

じ
た
事

項

【
指

摘
】

№
担

当
課

章
節

項
目

指
摘

の
要

旨
措

置
内

容

1
契

約
課

【
総

論
】

契
約

方
式

及
び
契
約

相
手

方
の
選

定
物

品
入

札
参
加

資
格
の

設
定

方
法

等

岡
山

市
物

品
等

契
約

事
務
処

理
の

運
用

基
準

第
5
条

の
2に

つ
い
て
「
競

争
性

が
十

分
に
確

保
で
き
な
い
な
ど
特

に
必
要

が
あ
る
と
認

め
た
場

合
」
に
市
外

業
者
に
入

札
参

加
資

格
を

認
め

る
よ
う
改

正
さ
れ
た
い
。

岡
山

市
物

品
等
契

約
事

務
処

理
の

運
用

基
準
第

5
条

の
2

第
4
項

に
つ
い
て
、
「
入

札
参
加

可
能

者
数

等
の

基
準

に
満

た
な
い
場

合
又

は
競

争
性

が
十
分

に
確
保

で
き
な
い
と
き
な

ど
特

に
必

要
が

あ
る
と
認

め
た
と
き
」
と
改

め
、
令

和
7
年

度
か

ら
適

用
し
た
。

2
契

約
課

【
総

論
】

契
約

方
式

及
び
契
約

相
手

方
の
選

定
物

品
入

札
参
加

資
格
の

設
定

方
法

等
岡

山
市

物
品

等
契

約
事

務
処

理
の

運
用

基
準

第
6
条

－
⑴

を
削

除
す
る
か
、
契

約
の

履
行

確
保

に
支
障

が
無
い
と
認
め

ら
れ
る
場

合
に
は

適
用

除
外

と
さ
れ
た
い
。

岡
山

市
物

品
等
契

約
事

務
処

理
の

運
用

基
準
第

6
第

1
項

に
つ
い
て
、
「
大

量
の

物
品

納
入

や
特

殊
な
物

品
納

入
な
ど
に

お
い
て
は

、
同

種
の
納

入
実
績

を
有
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。
」

と
改
め

、
令

和
7
年

度
か

ら
適

用
し
た
。

3
契

約
課

【
総

論
】

履
行

確
保

・
監

督
・
検

査
・
評

価
全

般
契

約
保
証

金
・
契
約

保
証

人
契

約
保

証
に
つ
い
て
は

、
金

銭
保

証
の
原

則
及

び
例

外
的

に
契

約
保
証

人
を
容

認
す
る
場

合
に
関

す
る
要
件

を
市

規
則

に
も
明

記
さ
れ
た
い
。

岡
山

市
契

約
規
則

を
改

正
し
、
令

和
７
年

４
月

１
日
以

降
に

公
告

等
を
行

う
契

約
に
つ
い
て
は

、
契

約
保

証
人
の

運
用

を
廃

止
し
、
契

約
保

証
金

を
付

す
こ
と
に
変
更

し
た
。

4
契

約
課

【
総

論
】

履
行

確
保

・
監

督
・
検

査
・
評

価
全

般
契

約
保
証

金
・
契
約

保
証

人

例
外

的
に
契

約
保

証
人

を
立

て
る
こ
と
を
許
容

す
る
場

合
で

あ
っ
て
も
、
契

約
保

証
人
の

要
件

を
満
た
す
か
否

か
は

厳
格

に
判

断
し
、
そ
の

判
断

過
程

に
つ
い
て
は

記
録

化
さ
れ

た
い
。

岡
山

市
契

約
規
則

を
改

正
し
、
令

和
７
年

４
月

１
日
以

降
に

公
告

等
を
行

う
契

約
に
つ
い
て
は

、
契

約
保

証
人
の

運
用

を
廃

止
し
、
契

約
保

証
金

を
付

す
こ
と
に
変
更

し
た
。

5
契

約
課

【
総

論
】

履
行

確
保

・
監

督
・
検

査
・
評

価
全

般
契

約
保
証

金
・
契
約

保
証

人
契

約
保

証
人

を
立

て
た
場

合
に
お
い
て
契

約
保

証
金

を
免

除
で
き
る
旨

を
規

定
す
る
市

規
則
第

3
2
条
第

4
号
は

削
除

す
る
こ
と
を
検

討
さ
れ

た
い
。

岡
山

市
契

約
規
則

を
改

正
し
、
令

和
７
年

４
月

１
日
以

降
に

公
告

等
を
行

う
契

約
に
つ
い
て
は

、
契

約
保

証
人
の

運
用

を
廃

止
し
、
契

約
保

証
金

を
付

す
こ
と
に
変
更

し
た
。

6
契

約
課

【
総

論
】

履
行

確
保

・
監

督
・
検

査
・
評

価
建

設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト

契
約

保
証

契
約

保
証

人
の

適
格

性
に
つ
い
て
は

、
具

体
的

基
準

を
定

め
た
上

で
厳
格

に
判

断
す
べ

き
で
あ
り
、
そ
の

審
査
記

録
を

残
す
体

制
を
整

備
さ
れ

た
い
。

岡
山

市
契

約
規
則

を
改

正
し
、
令

和
７
年

４
月

１
日
以

降
に

公
告

等
を
行

う
契

約
に
つ
い
て
は

、
契

約
保

証
人

の
運

用
を

廃
止

し
、
契

約
保

証
金

を
付

す
こ
と
に
変
更

し
た
。

7
契

約
課

【
総

論
】

履
行

確
保

・
監

督
・
検

査
・
評

価
建

設
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト

契
約

保
証

契
約

保
証

人
に
履

行
請

求
す
る
場
合

の
手

続
や

、
契

約
保

証
人

の
履

行
拒

否
に
対

す
る
違

約
金

の
請

求
手

続
、
契

約
保

証
人

と
の

保
証

契
約

の
解

除
な
ど
の

規
定
・
マ
ニ
ュ
ア
ル

等
を
整

備
さ
れ

た
い
。

岡
山

市
契

約
規
則

を
改

正
し
、
令

和
７
年

４
月

１
日
以

降
に

公
告

等
を
行

う
契

約
に
つ
い
て
は

、
契

約
保

証
人

の
運

用
を

廃
止

し
、
契

約
保

証
金

を
付

す
こ
と
に
変
更

し
た
。

8
契

約
課

【
各

論
】

建
設

コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
契

約
旧

市
民

病
院

別
館
受

変
電
設

備
改

修
他

の
設

備
設

計
業

務
委
託

契
約

契
約

相
手

方
の
選

定
契

約
保

証
人

を
付

す
る
必

要
性

が
特

に
高

い
場

合
、
契

約
保

証
人

の
適

格
性

は
厳

格
に
審

査
さ
れ

た
い
。

岡
山

市
契

約
規
則

を
改

正
し
、
令

和
７
年

４
月

１
日
以

降
に

公
告

等
を
行

う
契

約
に
つ
い
て
は

、
契

約
保

証
人

の
運

用
を

廃
止

し
、
契

約
保

証
金

を
付

す
こ
と
に
変
更

し
た
。

1 
/ 2
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№
担

当
課

章
節

項
目

指
摘

の
要

旨
措

置
内

容

9
契

約
課

【
各

論
】

建
設

コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
契

約
汚

水
管

埋
設

基
本
設

計
等
業

務
委

託
（
7
契

約
）

契
約

相
手

方
の
選

定
契

約
保

証
人

と
の

保
証

契
約

に
つ
い
て
も
解

除
・解

約
等

の
処

理
を
す
べ
き
で
あ
り
、
併

せ
て
保

証
債
務

の
履
行

不
能

に
基

づ
く
損
害

賠
償

請
求

に
つ
い
て
も
検

討
さ
れ

た
い
。

岡
山

市
契

約
規
則

を
改

正
し
、
令

和
７
年

４
月

１
日
以

降
に

公
告

等
を
行

う
契

約
に
つ
い
て
は

、
契

約
保

証
人
の

運
用

を
廃

止
し
、
契

約
保

証
金

を
付

す
こ
と
に
変
更

し
た
。

2 
/ 2

4



令
和

４
年

度
包

括
外

部
監

査
結

果
に
対

す
る
措

置
通

知

令
和
７
年
８
月
３
１
日
現
在
で
改
善
措
置
を
講
じ
た
事
項

【
意
見
】

№
担
当
課

章
節

項
目

意
見
の

要
旨

措
置
内

容

1
下

水
道

経
営

企
画

課
出

資
金

に
関

す
る
個
別

検
討

担
当
課

毎
の
統
制

検
討

下
水
道

経
営
企

画
課

（
地
方

公
営
企

業
）

他
会

計
補
助

金
の

取
扱

い
方
法

を
検

討
し
、
決
算
書

上
に
実
際

の
損
益
が

確
認

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。

　
他
会

計
補

助
金

を
除

く
損
益

や
そ
の
増

減
に
つ
い
て
は

、
事
業

報
告

書
「
３
（
２
）
事
業

収
入
に
関

す
る
事
項
」
に
前

年
度
比

較
の
記
載

等
を
す

る
こ
と
で
確

認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方

で
、
令
和

７
年
１
月
に
埼

玉
県

八
潮
市

で
発
生

し
た
道

路
陥

没
等

に
よ
り
、
下
水

道
を
と
り
ま
く
環

境
は
変
化

し
て
き
て
お
り
、
他
会
計

補
助

金
の

積
算

方
法

を
一

律
に
定

め
、
毎
期
そ
の
方

法
で
補

助
金
を
決

定
す

る
こ
と
は
困
難

で
す
。

1
 /

 1
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岡 教 企 第 3 0 0 8 4 号 

令和７年１１月２０日 

 

岡山市監査委員 様 

 

岡山市教育委員会  

 

 

包括外部監査結果に係る措置状況について（通知） 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 38 第 6 項に基づき、下記の包括外部監

査の結果に対し措置を講じたので、別紙のとおり通知します。 

 

記 

（措置対象の監査） 

・令和 6 年度包括外部監査     40 項目 

 

 

 

 

以上 
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13



14



15



 

 

岡山市監査委員公表第２４号 

 地方自治法第１９９条第１項，第２項及び第４項の規定に基づく令和７年９，１０月実

施定期監査及び行政監査の結果に関する報告について，同条第９項の規定により公表する。 

 

 令和７年１２月５日 

 

岡山市監査委員 岩 田 康 裕 

同       岡 部 宗 茂 

同       成 本 俊 一 

同       太 田 栄 司 

 

 





 

岡 山 市 監 査 委 員 報 告 第 ２ ５ 号 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ５ 日 

 

岡山市長 大 森 雅 夫 様 

 

岡山市監査委員 岩 田 康 裕    

同       岡 部 宗 茂    

同       成 本 俊 一    

同       太 田 栄 司    

 

 

定期監査及び行政監査の結果について 

 

 地方自治法第１９９条第１項，第２項及び第４項の規定に基づく，令和７年９，１０月実施

定期監査及び行政監査の結果に関する報告について，同条第９項の規定により提出します。 

 

記 

 

１ 監査の対象及び範囲 

 

政策局 政策部 デジタル推進課 

市民協働局 市民協働部 国際課 

 市民生活部 生活安全課 

スポーツ文化局 スポーツ文化部 文化振興課 

  岡山シティミュージアム 

保健福祉局 保健福祉部 福祉援護課 

  医療助成課 

 保健所 感染症対策課 

  健康づくり課 

岡山っ子育成局 子育て支援部 こども福祉課 

 保育・幼児教育部 こども園推進課 

下水道河川局 下水道経営部 下水道河川計画課 

 下水道施設部 下水道施設管理課 

農業委員会  第一農業委員会事務局 

  第二農業委員会事務局 

（１）定期監査 

令和７年４月１日から令和７年７月３１日までに執行された事務事業及び令和６年度執 

行の事務事業のうち，債権管理，補助金等交付事務，委託契約事務 



 

（２）行政監査 

   令和７年度における公印の管理 

 

２ 監査の実施場所及び期間 

  監査委員室 

令和７年９月１日から令和７年１０月３１日まで 

 

３ 監査の着眼点及び実施内容 

  監査は，岡山市監査基準に準拠して実施した。実施に当たっては，監査対象事務が法令等

に適合し，正確に行われているかを主眼とし，抽出した関係書類について証憑突合，質問等

の手法により行った。 

 

４ 監査の結果 

（１）定期監査 

  上記１から３までの記載事項のとおり監査した限り，監査対象事務はおおむね適正に行わ

れているものと認められた。 

ただし，改善を要する事項が次のとおり認められたので，必要な措置を講じ，今後の事務

処理に万全を期されたい。 

また，次のとおり意見を付することとしたので，今後における事業運営にあたり配慮され

たい。 

 

ア 収入事務について 

 （ア）令和 7 年 7 月 31 日現在，滞納繰越分の収入未済額が，墓地管理手数料において 235  

  万円余（収納率 1.2％）認められた。今後とも，この解消に格段の努力をされたい。  

なお，現年度分についても，滞納繰越を生じないよう要望する。 

 （生活安全課）  

   

 （イ）令和 6 年度に現年度分として調定した墓地管理手数料のうち，滞納繰越となったも

のについて，納入通知書を送付していない事例が認められた。 

   前回定期監査における指摘事項（債権管理の不備）に対する改善措置が徹底されて

おらず，債権回収に遅延が生じているため，本件納入通知書を早急に送付するととも

に，適正な債権管理に努められたい。 

 （生活安全課）  

   

 （ウ）令和 7 年 7 月 31 日現在，滞納繰越分の収入未済額が，災害援護資金貸付金元利収入

において 395 万円余（収納率 12.1％）認められた。今後とも，この解消に格段の努力

をされたい。 

なお，現年度分についても，滞納繰越を生じないよう要望する。 

 （福祉援護課）  

   

 （エ）災害援護資金貸付金元利収入において，現年度分については，調定が行われておら

ず，納入通知書が送付されていなかった。また，滞納繰越分については，催告が行わ

れていないなど債権管理の不備が認められた。今後は債権管理を徹底されたい。 



 

 （福祉援護課）  

   

 （オ）令和 7 年 7 月 31 日現在，滞納繰越分の収入未済額が，助産施設措置費負担金（市立

分）において 38 万円余（収納率 0％），助産施設措置費負担金（私立分）において 16

万円余（収納率 0％），奨学金貸付金元金回収において 2,547 万円余（収納率 0.8

％），入学一時金貸付金元金回収において 34 万円余（収納率 0%），返納金において

4,913 万円余（収納率 2.1%），母子福祉資金貸付金元利収入において 1 億 4,463 万円

余(収納率 4.3％），寡婦福祉資金貸付金元利収入において 599 万円余(収納率 2.6

％），父子福祉資金貸付金元利収入において 198 万円余(収納率 1.8％）認められた。 

今後とも，これらの解消に格段の努力をされたい。 

なお，現年度分についても，滞納繰越を生じないよう要望する。 

 （こども福祉課）  

   

イ 支出事務について 

（ふれあいセンター巡回バス等に係る意見） 

 ふれあいセンターの無料巡回バス及び南ふれあいセンター経由バス路線については， 

利用者が少人数にとどまっている現状を踏まえ，必要性や費用対効果，公共交通機関の

整備状況等を勘案しつつ，あるべき姿を見出されるよう期待する。 

 （福祉援護課）  

   

（２）行政監査 

上記１から３までの記載事項のとおり監査した限り，監査対象事務はおおむね適正に行わ

れているものと認められた。 

ただし，次のとおり不備が認められたので，今後は適正な公印管理に努められたい。 

・規則と異なる寸法の課専用市長印が認められた。 

・改刻により不用になった公印が保存期間経過前に廃棄されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【資料（定期監査）】 

 

生活安全課 

収 入 状 況 

                      （令和７年７月３１日現在） 

細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率 

 円 円 円 ％ 

墓 地 管 理 手 数 料 （ 滞 納 繰 越 分 ） 2,379,200 28,600 2,350,600 1.2 

 

福祉援護課 

収 入 状 況 

                     （令和７年７月３１日現在） 

細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率 

 円 円 円 ％ 

災害援護資金貸付金元利収入（滞納繰越分） 4,496,458 542,120 3,954,338 12.1 

 

こども福祉課 

収 入 状 況 

一般会計                      （令和７年７月３１日現在） 

細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率 

 円 円 円 ％ 

助産施設措置費負担金（市立分）（滞納繰越分） 382,800 0 382,800 0 

助産施設措置費負担金（私立分）（滞納繰越分） 163,800 0 163,800 0 

奨学金貸付金元金回収（滞納繰越分） 25,670,500 194,000 25,476,500 0.8 

入学一時金貸付金元金回収（滞納繰越分） 342,500 0 342,500 0 

返 納 金 （ 滞 納 繰 越 分 ） 50,190,110 1,050,730 49,139,380 2.1 

 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計    （令和７年７月３１日現在）  
細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率 

 円 円 円 ％ 

母子福祉資金貸付金元利収入（滞納繰越分） 151,202,946 6,571,331 144,631,615 4.3 

寡婦福祉資金貸付金元利収入（滞納繰越分） 6,152,940 162,797 5,990,143 2.6 

父子福祉資金貸付金元利収入（滞納繰越分） 2,021,801 36,996 1,984,805 1.8 

 



 

 

岡山市監査委員公表第２５号 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく令和７年９，１０月実施公の施設の指定

管理者監査の結果に関する報告について，同条第９項の規定により公表する。 

 

 令和７年１２月５日 

 

岡山市監査委員 岩 田 康 裕 

同       岡 部 宗 茂 

同       成 本 俊 一 

同       太 田 栄 司 

 





岡 山市 監査 委員 報告第 ２ ６ 号 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ５ 日 

 

岡山市長 大 森 雅 夫 様 

 

岡山市監査委員 岩 田 康 裕    

同       岡 部 宗 茂    

同       成 本 俊 一    

同       太 田 栄 司    

 

 

公の施設の指定管理者監査の結果について 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく公の施設の指定管理者監査の結果に関する報告

について，同条第９項の規定により提出します。 

 

記 

 

１ 監査の対象（公の施設）及び範囲 

彦崎老人憩の家運営委員会 

  （岡山市立彦崎老人憩の家） 

    令和６年度における公の施設の指定管理者の当該管理業務に係る出納その他の事務 

 

２ 監査の実施場所及び期間 

  監査委員室 

令和７年９月１日から令和７年１０月３１日まで 

 

３ 監査の着眼点及び実施内容 

  前記指定管理者の施設の管理に係る指定管理業務が，協定書に沿って行われているかを主

眼とし，抽出した関係書類について，岡山市監査基準に準拠して証憑突合，質問等の手法に

より監査を実施した。 

 

４ 監査の結果 

令和６年度における公の施設の指定管理業務の執行について，関係書類を監査した結果，

施設の維持管理については適切に行われていたものの，次のとおり運営に改善を要する事項

が認められたので，内容を十分把握し，必要な措置を講じられたい。 

 

・岡山市老人憩の家条例施行規則に基づく施設使用許可手続きが行われていなかった。 

・毎月行うこととされている事業報告書が提出されていないなど，仕様書に基づく報告に

不備が認められた。 

 





 

 

岡山市監査委員公表第２６号 

 地方自治法第１９９条第５項の規定に基づく令和７年９，１０月実施財政援助団体等監

査の実施に伴う所管課の随時監査の結果に関する報告について，同条第９項の規定により

公表する。 

 

 令和７年１２月５日 

 

岡山市監査委員 岩 田 康 裕 

同       岡 部 宗 茂 

同       成 本 俊 一 

同       太 田 栄 司 

 

 

 





岡 山 市 監 査 委 員 報 告第 ２ ７ 号 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ５ 日 

 

岡山市長 大 森 雅 夫 様 

 

 

岡山市監査委員 岩 田 康 裕    

同       岡 部 宗 茂    

同       成 本 俊 一    

同       太 田 栄 司    

 

随時監査の結果について 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定に基づく随時監査（財政援助団体等監査の実施に伴う所

管課の監査）の結果に関する報告について，同条第９項の規定により提出します。 

 

１ 監査対象及び範囲 

区  分 所 管 課 団 体 名 監査対象事務等 

公の施設の 

指定管理者監査 

保健福祉局 

高齢福祉部 

高齢者福祉課 

彦崎老人憩の家運営委員会 

令和6年度における岡

山市立彦崎老人憩の

家管理業務 

 

２ 監査の実施場所及び期間 

  監査委員室 

令和７年９月１日から令和７年１０月３１日まで 

 

３ 監査の着眼点及び実施内容 

  令和７年９，１０月に実施した公の施設の指定管理者監査に伴い，所管課の令和６年度の

事務が，法令等にのっとり適正に行われているかを主眼とし，抽出した関係書類について，

岡山市監査基準に準拠して証憑突合，質問等の手法により監査を実施した。 

 

４ 監査の結果 

令和６年度における公の施設の管理業務の執行に係る所管課業務について，関係書類等を

監査した結果，施設の維持管理については適切に行われていたものの，次のとおり運営に改

善を要する事項が認められたため，これらを是正し適正な施設管理を行うこと。 

 

・岡山市老人憩の家条例施行規則に基づく施設使用許可手続きが行われていなかった。 

・毎月行うこととされている事業報告書が提出されていないなど，仕様書に基づく報告に

不備が認められた。 

 


